
令和 5 年度 資源リサイクルフロー 令和５年４月現在

（ 分別排出 ） （ 運搬 ） （ 製品化 ）

びん
無色

→
無色

→
第一硝子(株)

（びん）

缶
茶色

→
茶色

→
（株）大久保製壜所

（びん）

食品発泡トレイ・
カップ

その他

→
その他

→
ガラスリソーシング（株）

（ガラス造粒砂）

ペットボトル →
アルミ

→
(株)大紀アルミニウム工業所

（インゴット）

びん
スチール

→
(株)城南製鋼所

（鉄筋棒）

缶
食品発泡トレイ・

カップ
（選別）

→
東京包装容器

リサイクル協同組合
(株)トベ商事

（インゴット化） → (株)パンテック　他
（プラスチック製品）

食品発泡トレイ・
カップ

ＰＥＴボトル
（選別・

ベール化）
→ →

㈱三門商会

→

（株）エフピコ
（フレーク化又はペレット）

指定法人とは、容器包装リサイクル法第２１条に規定される「指定法人」として、主務４省から指定を受けている公益法人である
（公財）日本容器包装リサイクル協会のことをいい、ここには指定法人が決定した事業者名を表記しています。

製造メーカー　他
（ＰＥＴトレー商品　他）

ペットボトル → 東京都環境衛生事業協同組合
台東区支部 →

東京包装容器
リサイクル協同組合
（(有)吉田容器店)

→ →

（ 分別収集 ） （ 選別・保管 ） （ 再商品化 ）

区民の
みなさん

集積所

東京包装容器
リサイクル協同組合

東京包装容器
リサイクル協同組合
（(有)吉田容器店）

ワンウェイびん
（色選別・

カレット化）

(株)中村ガラス
（再選別・洗浄）

→

(株)中村ガラス
（再選別・洗浄）

ガラスリソーシング（株）

缶
（磁力選別・

プレスブロック化）

東京アルミセンター㈱

マンション

指定法

指定法

指定法


